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2016 年 9 月２日 
中央環境審議会 
 石綿健康被害救済小委員会御中 

 
委員 古川和子 

 
たたき台に関する意見 

 
 お世話になります。 
委員限りの資料 
『職種別粉じん曝露の実態』 
『建設作業者の石綿暴露実態と石綿関連疾患の現状分析および予防対策に関する研究』2007 
『胸膜肥厚斑(Pleural Plaques)』2010 
『各腫じん肺の病理組織学的所見―間質の線維化、炎症性所見を中心に―』2016 
 
 結論 
・たたき台の 3 以降については、報告書を取りまとめること。 
・たたき台 1,2 については、石綿救済法を再定義し、一人親方の被害実態などを踏まえ、別途検討

する場を本小委員会に続行して設けること。 
 そのさい、労働法の専門家をくわえ、また医学的な見解が分かれていることを踏まえてバランス

の取れた検討ができるようにすること。 
 さらに、被災者の切り捨てではなく、救済が目的であることを明確にすること。 
 
 理由 
たたき台１について 
1)  制度の性格について第２回提出資料などで再三、労災が単なる損害賠償制度ではないこと、

「制度の性格」が遺族年金拒否の論拠たりえないことを指摘しているにもかかわらず、「労災=
賠償、救済給付=救済」との固定観念で貫かれていることは、大変遺憾です。 
 

2)  大塚委員の第１ないし４回のご発言は、大変示唆に富むものです。 
第１回 資料４の最初に出ているところですけれども、石綿被害救済制度を取り巻く状況の変化

はあるかということですが、私自身が一番感じているのは、一人親方についてということになりま

すけれども、建設アスベスト訴訟というのが日本各地で起こっていまして、これは石綿建材の製造

者、販売者の警告表示義務違反が問題になるということになっていますが、東京地裁の判決とか、

最近では京都地裁の判決とかが出ていて、京都地裁は損害賠償請求を一部認容しています。  

 京都地裁は、果敢に因果関係について検討しましたが、一般的に言うと、不法行為訴訟というの

は、特定の被害者と特定の加害者との間の不法行為を考えていますので、被害者が多数で因果関係

委員提出資料 
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の証明が極めて難しいということは、もともとは念頭に置いていないというところがございます。

しかし加害者である製造者については、警告表示義務違反はございますので、市場の中で一定の占

有率を持っている以上、統計的には一定の割合の責任を負うべきだということは明らかとも言えま

すので、ただ、どの被害者と直接因果関係があるかがはっきりしないということでございます。  

 裁判官は、このような場合についての不法行為訴訟で、枠組みの中で最大限努力していただきた

いと、私自身は考えていますけれども、ただ相当難しいということもございますので、むしろ国が

基金とかをつくって対処をしていただくことが適切であると思います。  

 東京地裁の判決は、損害賠償請求を認容はしていませんけれども、判決文の最後のところで、そ

ういうことを言っていて、石綿被害救済法に対する期待というのもあるわけでございます。  

 ただ、一人親方の問題というのは、もともと石綿被害救済法の中では、本来目的にしていたもの

ではなくて、労災とのすき間のない被害者救済という観点から対象になってきたものなので、石綿

被害救済法で今の問題を扱うのか、あるいは、それとは違う建設アスベストだけの基金とかをつく

るのか、どちらがいいかという問題は出てくると思いますし、省庁の縦割りの話は、私はあまりこ

こで気にしたくはないですけれども、どちらかというと、建設アスベスト自体の問題ということに

なるかと思いますので、石綿被害救済法でやるのが適当かどうかについては、また別の問題がある

かなというふうにも思っているところでございます。  

 それ以外の問題としては、公害健康被害補償法が最初は救済法だったんですけれども、後で補償

法に変わったようなことがございますので、大きな問題としては、そういうことを石綿被害救済法

についても考えるかという問題があるかと思います。また、それ以外のもう少し細かい修正として

は、例えば、重度の介護補償などについては、項目を増やせないかという問題とか、あと、これは

前から私が気にしているところですけれども、いわゆる原因者になるような特別事業主の方は、現

在４社だけが負担されておりまして、毎年１億円程度負担されているに過ぎないということで、全

体の給付は 40億円程度ですので、その程度の負担をされているのに過ぎないということでござい

ますので、これは汚染者負担原則の観点からは問題があるのではないかということを、一般的な問

題として指摘しておきたいと思いますし、大々的な変更をしなくても、この辺については修正をし

ていただけると大変ありがたいというふうに考えているところでございます。 
 第４回 (文責：引用者) 
①  東京地裁や京都地裁の判決との関係からいうと、考え方が追加されてきているので、それ

に配慮した書き方をしていただきたい。 
 個別的因果関係が認められるというのは、民事責任としては基本的な発想ですがそれと、

民事責任と全く対照的な、社会全体で負担するという考え方との間に、総体的に責任は原因

者が負っているはずで、原因者が負担すべきだという考え方が間にあるわけですが、それが

忘れられているところがある。 
 ある時点から石綿について製造者・販売者は警告の表示義務違反に陥っているはずですが、

建設アスベストの、ここだと一人親方で中皮腫になったかたについて、個別的に因果関係を

証明することは非常にむつかしい。一人親方はあちこちで石綿の建材にひばくしているわけ

で、どのメーカーの建材にひばくしたのか、証明がむつかしい。 
 しかし、そもそも警告表示義務違反をしなければ、被害が発生しなかったという意味で、
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全体的に当然責任を負うべき人が負わないということが、民事責任だと発生してしまうとい

う問題があるので、京都地裁はがんばって個別的因果関係を認めようとした判決ですが、な

かなか裁判所でそれをやるのはとても大変で、東京地裁はそういう観点から何とか立法で解

決してほしいと言っている。 
 石綿被害救済制度を抜本的に変えるべきだというつもりはないが、他省庁との関係を含め

て検討していただけるとありがたい。ものの考え方として、民事責任と、社会全体の負担の

間に、原因者負担という考え方があり、それを無視した書き方のようにも読めるので配慮し

ていただきたい。 
 

②  民事責任の前提である個別的な因果関係と、私が言っている原因者負担というのは、環境

行政法でいわれているものですので、ちょっと違いますけれど、総体として製造・販売者の

基本的にいえば、そのときの市場占有率で、原因者としての責任を負う可能性が出て来るの

で、個々の被害者との間でその製造者が個別的に因果関係があるかどうかわかりませんが、

全体としての製造者・販売者を考えた場合、そのシェアによって被害集団との間で、原因が

少なければ結果は発生していないので、全体として負担する必要が原因者のほうにあるとい

う趣旨の総体的・包括的な意味での因果関係ですので、民事の責任のことを申し上げている

わけではない。 
 現在、訴訟でも、アスベスト製造メーカーが訴えられているケースがあり、国交省のデー

タベースに特定されているので、特定することは可能だと思います。 
 

③  私は制度の骨格、基本的な考え方を申し上げているだけですので、穴があいた部分にどう

対処するのか考えるというのは、常にあることで、公健法は因果関係についてわりきりしす

ぎていて。中皮腫について、原因をつくった人が責任を負わないということになることが、

汚染を発生させたとき、あとは行政に任せるということになるので、これは非常に環境法的

にはまずい状況だ。 
 

労災における労働者も、どのメーカーの石綿建材にばくろしたのか証明がむつかしいこ

とは、一人親方と全く同じです。 
大塚委員が国交省の database に言及されるように、石綿建材製造者がたとえば過去の

石綿吹付記録に基づいて、現在石綿解体業として活躍している実態もあります。 
原因者が責任を負わないのが環境法としてまずい状況だ、いう鋭い指摘は全くその通り

です。厚生労働省が労災特別加入者以外の一人親方について制度を構築することはないの

であって、「すき間ない救済」は中環審や国会で制度化するしかありません。 
 
 

3) 資料 1『労災保険業務災害及び通勤災害認定の理論と実際』(厚生労働省) 
 石綿救済法は、労災がきかないかたのすき間を埋めるという性格を持っており、環境省の救

済給付のみならず、労災の時効救済もセットにしており、救済給付について比較すべきはあれ
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これの制度ではなく、まずは労災保険業務災害及び通勤災害の制度です。 
・33 頁 日本の災害補償法制は、民事法の整備をまたず、損害賠償法の発展という経過をたど

らず、取締法規ないし慈恵的政策立法としてはじまった。 
・88 頁 災害補償法は、損害の全部を填補しようとするものではなく、労働能力の損失だけを

填補しようとするものであるから、契約法又は不法行為法が、損害の全部を填補しようとする

のとは、異なっている。 
・89 頁 災害補償は、労働関係における一定の損害に対して特別に労働者を保護する趣旨のも

のである。 
・156 頁 通勤災害は、一種の社会的危険による災害と考えられ、事業主の個別責任を基礎と

する業務災害ではないとされている。 
・165 頁 通勤災害に関する保険給付の支給水準、その支給事由等は、両災害とも同様である。 
・１６６頁 通勤災害の保護を業務災害のそれと同等のものとしたのは、通勤災害に一般の私

傷病には見られない業務災害との近似性を見いだしたからである。 
 
 第２回提出資料の別紙②ないし③、さらにさかのぼれば平成 24 年 12 月 5 日 第１１回中央

環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会にアスベスト患者と家族の会資料として示

したように、労災給付は憲法第２５条=労働基準法の最低基準です。 
 少なくとも労基法第８章の第７５条療養補償、第７６条休業補償、第７９条遺族補償という

支給事由を認めるべきです。労災が最低限の社会保障なのに、それを下回る制度を設計するの

はとても恥ずかしいことです。緊急避難から１０年も経過してこの体たらくでは、困ります。 
 
三制度の比較 
慰謝料   損害

賠償 最低限度の生活 遺族年金も  業務災害及び通

勤災害の給付 治療中の給付 遺族年金なし 救済給付 
 

4) 一人親方のばくろ実態――第２回提出資料の別紙⑥に建設業の典型を示したように、労働者も

一人親方も「特定の場所における石綿の飛散と個別の健康被害に係る因果関係を立証すること

が極めて難しく」、別紙⑦などの方法で労災認定しています。 
かかる方法のもとになる思想は、囲みの通りです。 

尾辻厚生労働大臣 
  アスベストの被害というのは時間が掛かって出てまいります。大変長い時間が掛

かっておりますので、その証明に困難なことが多い、そのことはよく理解できます。

したがいまして、これを本人の証言のみで業務上とするということは、これは難し

いとは思いますけれども、今申し上げたように、長い時間が掛かっておるからその

証明に、暴露歴の証明に困難なことが多いということは十分に配慮して今後の対応

はしなきゃならぬというふうには思っております。参 - 厚生労働委員会 - 31 号 
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平成 17 年 07 月 19 日 
  私どもも、できるだけ多くの方を労災認定したいと考えております。したがいま

して、このたび私どもが取りましたことの一つに、今まではアスベストに暴露され

たということが言わば証明されないと労災認定しないということにいたしており

ましたけれども、もうそういう作業に従事しておられたということでもってこれは

認定の条件にしようというふうにいたしました。 
 一つの例として申し上げていることは、できるだけ認定を拡大解釈と言ったらち

ょっと表現が悪いかもしれませんが、私の言いたいことはお分かりいただけるだろ

うと思いますので、そういうふうにしたいと思っております。参 - 厚生労働委員

会 - 34 号 平成 17 年 08 月 03 日 
 なお、委員限り資料『職種別粉じん曝露の実態』に、内装・左官・塗装・解体・防水・

電工・保温・タイル・配管工の被害実態が示されるところ、建設のあらゆる職種に石綿被

害が及ぶとともに、労働者も一人親方も等しく(先頭に立つ一人親方はむしろヨリひどく)
粉じんにばくろしました。 

 
5) 制度の性格が違うというのなら、労災との調整をただちにやめてください。 

環境省が特別遺族弔慰金などは、国が特別に弔意を表明したものであり、また、療養手当は

休業補償に相当しないように述べていますが、実際には、療養手当に相当する労災の災害給付

は休業補償など、特別遺族弔慰金などに相当する労災の災害給付は遺族補償給付などであると

として、労災から休業補償や遺族年金が支給されたら、救済給付が支給されなくなります。 
救済給付と労災給付の制度の性格が異なるということにこだわるならば、ただちに調整措置

を中止し、あるいは今までの分を返還して、まるまる併給できるようにしてください。 
 
たたき台 2 について 
1) 肺がんについて 

(2)今後の方向性として、作業従事歴を指標として採用することが困難だ、とする論拠は全然間

違っています。 
①② 第２回提出資料の別紙⑪の通り、公害審査会は中環審石綿健康被害判定小委員会の

「医学的判定に係る資料に関する留意事項」を踏まえ、石綿肺は「鑑別診断できる特異的所見

がない」が故に、「大量の石綿ばくろ歴等があることを確認することが極めて重要である」と

判示しています。大量の症例を診ている専門医も同様の見解を述べ、鑑別できるという意見を

批判しています。そして、審査会の裁決は、救済法が求めるものは、石綿被害の救済から抜け

落ちる一人親方のような存在を幅広く救済することであると喝破しています。 
 それにひきかえ、なぜ、ことさらに救済から逃げるのでしょうか。 
 また、ばくろ歴について石綿肺と肺がんを差別するためには、へりくつしか出てきません。

たとえば、石綿肺が「民事上の損害賠償」で、肺がんが「行政的な救済措置」だというのでし

ょうか。いいかげんにしてください。 
 そういうなかで、内山先生のおっしゃったことは、まさに正論です。 
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第３回 内山委員  
それからもう一つは、肺がんにばく露経歴を考えたらどうかというので、先ほどから議論で、少

し混同されているところもあると思います。はっきりしたものであれば労災にできるからという議

論が多いと思うんですが、今問題にしているのは、救済制度の対象者で、肺がんになった方に対し

てばく露歴を認定条件に加味したらどうかということなので、必ずしも客観的に証明できたら労災

になると、労災にできるという方だけではないと思うんです。ですから、第三者機関、労基署でな

くても、何かそういうところで客観的に確かにばく露されていたことが証明できたとしても、今の

認定条件にばく露歴の条件がないものですから、結局ほかの石綿小体の数とかを満たしていなけれ

ば、せっかくばく露歴があるのに認定されないということが今問題になっているのではないかと私

は思います。今、岸本先生がおっしゃったように、非常に難しいことだとは思いますけれども、ば

く露がない方も、あるいは証明できない方もいらっしゃるだろう、だけど、その条件をつけておけ

ば、もしそれが公的にも証明されたときには、その条件も認定条件の一つと考えるというような制

度があってもいいのではないかなというふうに思いました。 
 具体的には、たたき台 1 についての 4)に示した方法(第 2 回提出資料の別紙⑦)と考え方に沿

って、十分証明可能です。厚生労働省ができて、環境省ができないということは考えられませ

ん。 
 
「③」 資料 2 の通り、海老原先生がかかわった建設業の肺がん５１０例のうち、59.8%が胸

膜肥厚斑などで労災認定されています。このなかに、私の夫も含まれます。 
 また、２０１１.１０.１９の厚生労働省・第８回石綿による疾病の認定基準に関する検討会

資料７の石綿肺がん労災決定状況は、次の通りです。 
決定数 3030 
認定数 2475 
 石綿小体不明 2134 人（認定全体の 86％、うち石綿肺 1 型以上あり 808 人） 
 石綿小体不明＋石綿肺 1 型以上なし 1326（認定全体の 54％、うちプラークあり 1308 人、

プラークなし 18 人） 
 石綿小体不明＋石綿肺 1 型以上なし＋プラークなし 18 人（石綿繊維基準以上が 2 人、同

基準なしが 16 人） 
 
 石綿小体 5000 本以上 206 人（認定全体の 8％） 
 石綿小体本数が明確に 5000 本未満 95 人（うち石綿繊維基準満たすのが 2 人、石綿肺 1
型以上が 20 人） 
 石綿小体本数が明確に 5000 本未満＋石綿繊維基準未満＋石綿肺なし 75 人（うちプラー

クありが 38 人、プラークなしが 37 人）  
 やはり、肺がん労災認定の過半は、石綿肺なし、胸膜プラークありです。 
 建設業の労働者なら(労災)作業歴+胸膜肥厚斑で認定されるのに、一人親方は(救済給付)胸膜

肥厚斑があっても、広範囲でないと認められないというのは不公平です。もともと胸膜はごく

薄いもので、石綿ばくろによって肥厚しても胸部 CT にうつるとは限らず、画像にうつらない
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ため被災者が遺族の生活をおもんぱかって解剖を言い残し、死後肉眼で胸膜肥厚斑が判明して

も、現行の救済給付では切り捨てられるのです。 
 委員限り資料『胸膜肥厚斑』と『建設作業者の石綿暴露実態と石綿関連疾患の現状分析およ

び予防対策に関する研究』を見てください。建設業の石綿関連肺がんについて、１９９０ 
年代以来営々と患者に学ぶ医学が創造されてきたのです。10 年どころか、２０年を超えます。

(建設業の実態はすでに把握されているので、あとは制度化するのみです) 
『建設作業者の石綿暴露実態と石綿関連疾患の現状分析および予防対策に関する研究』には、

私たち被災者の生々しい実態が明示されています。 
 12 頁以下 建設作業者の石綿関連疾患 解剖所見が示されています。 
 31 頁「建設業に従事する労働者数は約 600 万人と云われており、退職者を含めると膨大な

数にのぼる。その多くが胸膜肥厚斑を有するほどに石綿曝露を受けてしまったのである。こう

した作業者から、今後とも膨大な数の石綿関連疾患が発症すると考えられる。」 
 33 頁以下 疾患・職種別に記載されています。 
 50,56 頁 大工に高度の石綿肺が発症することが確認されています。 
 上記建設作業者に関する症例の集積は日本随一と考えられ、これらの知見を無視して政策を

組み立てることは到底許されないと考えます。 
 
 肺がんについて石綿肺などと異なり、指標としての医学的所見があるから我慢せよ、という

のは詭弁です。 (なお、②石綿肺などは、医学的所見により鑑別が可能 ⇔ ③石綿肺などは、

「石綿によるものであることを判定可能な指標」としての医学的所見がない、というのは相互

に矛盾します。) 
 大ざっぱに言うと、石綿肺は医学的所見により鑑別できないので、ばくろ情報が必要です。

他方、肺がんは医学的所見のみでは救済の幅が著しくせばまるので、やはりばくろ情報が必要

です。 
 ばくろ情報が必要なのは両者に共通であり、肺がんについてばくろ情報を不当に排除してい

るがため、肺がんの救済が全く遅れているのです。 
 

④ この論拠は、まさに肺がんの労災認定制度を否定するものです。 
 資料 3 の通り、環境省・厚生労働省合同の報告書 13 ないし１４頁に、肺がん発症リスクが

２倍となるばくろ量の程度として、④石綿ばくろ作業従事期間を指標とする考え方が示され、

「作業歴１０年以上+胸膜プラークなどの医学的所見」が明記されているではありませんか。 
 なぜ、作業歴を指標とする考え方だけ、排除するのですか。 
 
石綿被災者切り捨ては、裁判所などによって否定されてきた 
「作業歴+医学的所見」という認定基準は、地裁・高裁すべてで認容されています。 

まず厚生労働省ですが、下の囲みの通り海老原意見を踏まえ、石綿作業１０年以上+胸膜肥

厚斑の認定基準が維持されました。 
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2012 年 1 月 24 日 第 10 回石綿による疾病の認定基準に関する検討会 議事録 

 

○大根中央職業病認定調査官 

 資料 7は、本検討会に対して意見書が 3件、提出されております。先ほどもありまし

たが、資料 7-1 がひらの亀戸ひまわり診療所の名取先生の意見書です。内容については、

後ほど名取先生のほうからご説明をいただきたいと思います。資料 7-2 ですが、職業性

疾患・疫学リサーチセンターの海老原先生の意見書です。 

 最後の頁の「まとめ」の読上げをさせていただきます。まとめ。（１）高度かつ広範

囲の胸膜プラークであっても、「CT 画像で胸壁内側の 1/4」との基準に該当しない例は

数多く存在していること。（２）石綿小体が高濃度の例であっても「CT 画像で胸壁内側

の 1/4」に達しない例は少なくないなど、CT 画像での胸膜プラークの範囲と肺内石綿小

体量とには相関に欠けていること。（３）特に、「CT 画像で胸壁内側の 1/4」の基準が

「石綿小体 5000 以上」との認定基準を満足する者を多数排除してしまうことは確実であ

ること。（４）現行の認定基準（石綿作業 10 年以上＋胸膜プラーク）で石綿関連肺癌と

認められた例の多くが 4分の 1に至らない胸膜肥厚斑で補償されてきた。したがって、

「CT 画像で胸壁内側の 1/4」を基準とすると、多くの被災者が救済されなくなってしま

う。 

 以上の点を踏まえ、石綿作業 10 年以上＋胸膜プラークとの現行の認定基準は変更せ

ず、現行通りとされたい。 

 
次に、石綿小体５０００本以上なければ、石綿ばくろ歴があっても risk２倍と認めないとす

る監督署の不当な処分は、裁判所でことごとく否定されています。 
 まず国会質問をご覧ください。 

186 - 衆 - 総務委員会 - 21 号  

平成 26 年 05 月 15 日 

○近藤（昭）委員 公正な判断がなされているということの御答弁でありますが、幾つか確認をした

いことがあります。 
 私は、実は民主党のアスベスト対策議連の会長というのも務めさせていただいております。石綿の

労災再審査の事案を取り上げたいと思います。 
 厚生労働省は、平成二十三年二月二十二日、「大阪アスベスト訴訟控訴審における和解についての

国の考えについて」の中で、石綿労災認定基準を緩和して対象者を拡大したと説明しております。 
 具体的には、石綿による肺がんについて、従事期間十年以上から、一定の場合には、例えば肺の中

に石綿小体が五千本以上というように多数あれば、作業十年未満でもよいこととした。 
 基準を緩和して対象を拡大するというのですから、当然、今まで認めてきたものに加えて、五千本

以上の事案をもっと認めるということだろうということであります。 
 ところが、その後、二〇〇七年に、厚生労働省は、石綿作業十年以上でも石綿小体が五千本に満た

ないなら認めないという趣旨の基準を示して、今まで認めてきたような事案を切り捨ててしまった。
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そのため、石綿関連肺がんの労災裁判が次々に起こされた。 
 裁判所は、このような〇七年基準は認められない、裁判所は認められないということで、次々に国

の主張を退け、原告の主張を認めた。二〇一三年二月十二日、大阪高裁、港湾労働者の肺がん、二〇

一三年六月二十七日、東京高裁、製鉄労働者の肺がん、二〇一四年一月二十二日、東京地裁、航空労

働者の肺がん。上記の三事案は、いずれも原告の勝訴が確定しているわけであります。神戸地裁にか

かっていた別の港湾労働者の肺がんに至っては、判決を待たずに、二〇一三年十一月十五日、労働基

準監督署みずからこの不支給処分を取り消し、支給を決定した。国が負けることが目に見えているか

らだと言えないこともないと思います。 
 この四つの事案が不服で上がっていったとき、労働保険審査会はどのように裁決をしたのか、事実

をお答えいただきたいと思います。 
 
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。 
 議員御指摘の再審査請求事案四本につきましては、労働保険審査会において、いずれも棄却してい

るところでございます。 
 なお、監督署がみずから処分を取り消した事案につきましては、裁判の途上で、原処分時には明ら

かではなかった新たな事実が判明したという事情があったため、監督署みずから処分を取り消したと

いうものでございます。 
 
○近藤（昭）委員 ありがとうございます。四件とも棄却をされているということであります。 
 さらに加えて、幾つもの裁判で負けたり、裁判を維持できなくなっているのに、同様の建設労働者

の肺がんについて、平成二十五年十二月十一日にやはり棄却をしているわけであります。 
 この事案は、肺の中から、石綿小体一千本など国際基準であるヘルシンキ・クライテリアの職歴補

足ガイドラインを超える石綿小体、石綿繊維が検出をされている。労働保険審査会は、役所の通達に

縛られず、丁寧に因果関係を検討すべきであると思います。これでは、役所に、行政の決定に追随し

ているだけではないか、こういう懸念を持つわけであります。 
 さらに質問をしたいと思います。 
 石綿の事案はほかにもあります。三つ挙げたいと思います。 
 石綿肺の呼吸苦のため、被災労働者が自殺をしたという案件があります。この方は、闘病中にうつ

病になったわけでありますが、岡山地裁の判決まで待たなければなりませんでした。 
 石綿救済法のうち、労災時効救済の部分があります。労災の遺族なら、妻などには遺族年金、子供

などには遺族一時金が出る。労災時効救済では、妻などには特別遺族年金、子供には特別遺族一時金

が出る。労災では、妻が請求しないまま亡くなっても子供の権利があるのに、労災時効救済では、労

働基準監督署が、妻が請求しないまま亡くなると子供の権利がなくなるとして不支給にしてしまって

います。この事件は、裁判になる前に厚生労働省が、監督署が不支給をみずから取り消し、支給する

に至った、こういうこともあります。 
 建設労働者の肺がんで労災認定されたが、被災者は、労働者の長い期間と、独立自営になって労災

特別加入の期間がわずかにあった。特別加入の額は日額五千円にすぎず、この基準をもとにした休業

補償では生活ができない。労働者の期間で肺がんになったのだから、労働者の平均賃金にすべきだっ
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た。この方も、横浜地裁では認められています。 
 上記の三つの事案について、労働保険審査会はいかように裁決をしていたか、お知らせいただきた

いと思います。 
 
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。 
 議員御指摘の三件の事案につきましては、労働保険審査会においては、それぞれ棄却されたものと

承知しております。 
資料 4 の通り、被災者が９連勝しています。司法の判断は、明確です。 
アスベスト対策議連の近藤昭一会長(衆院議員)が指摘するように、資料 5(ヘルシンキ・クラ

イテリア)２頁の職業歴を補うガイドラインに沿って、司法は「作業歴+医学的所見」という認

定基準を認め(石綿小体１０００本以上など)、それに反する厳しすぎる認定要件(石綿小体５０

００本以上など)のみで切り捨てることを断罪しています。 
 裁判所や公害審査会の判断を無視することは、許されません。 
 

2) 石綿肺・合併症について 
石綿肺・合併症が重篤でない、という固定観念は全く間違っています。 
第２回提出資料の別紙⑮の通り、平成２２.1.22 第３回中環審石綿救済小委員会で、木村清延

医師がじん肺合併症患者を不正受給者だと印象づける発言を行い、アスベスト患者と家族の会

として抗議しました。また、そのことは国会の質問主意書にも引用され、鳩山内閣は「じん肺

の合併症としての続発性気管支炎にかかっているとして労災認定が行われた者が、保険給付の

不正受給者であるとは考えていない」ときっぱり答弁書を出しました。 
木村医師は、私たち石綿疾病の患者と家族の名誉を傷つけました。その名誉回復のために、

石綿肺の合併症を指定疾病に追加してください。 
さらに、石綿肺をはじめとするじん肺の病態は間質性肺炎であり、その病態は悲惨なもので

す。委員限り資料の『各種じん肺の病理組織学的所見―間質の線維化、炎症性所見を中心に―』

をよく見てください。 
 じん肺合併症を不正受給だと称するとか、肺がんの「石綿作業１０年以上かつ胸膜肥厚斑」

という労災基準を抹殺するとか、現行の労災基準に反する議論を中環審で行うことは許せませ

ん。 
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